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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 安 委 員 会 規 則

○鹿児島県警察会計年度任用職員の給与等に関する規則（※） （警務課取扱い）１

警 察 本 部 告 示

○会計年度任用職員の報酬について任命権者が別に定める行政職給料表の適用範囲等（※）

（警務課取扱い）４

鹿児島県警察会計年度任用職員の給与等に関する規則を次のように制定する。

令和２年３月31日

鹿児島県公安委員会委員長 鑪野孝清

鹿児島県公安委員会規則第５号

鹿児島県警察会計年度任用職員の給与等に関する規則

（目的）

第１条 この規則は，鹿児島県会計年度任用職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（平

成31年鹿児島県条例第16号。以下「条例」という。）の規定に基づき，警察本部長が任命す

る会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与等に関する事項を定める

ことを目的とする。

（定義）

第２条 この規則において使用する用語の定義は，条例において使用する用語の例による。

（経験年数の起算及び換算）

第３条 フルタイム会計年度任用職員の経験年数は，次の各号に掲げる適用給料表の種類に応

じて，当該各号に定める学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

鹿児島県職員の給与に関する条例（昭和26年鹿児島県条例第13号。以下「職員給与条例」

という。）第４条第１項に掲げる行政職給料表，医療職給料表（一），医療職給料表（二）

及び医療職給料表（三）（備考を除く。） 高校卒

職員給与条例附則第８項に規定する者に適用される給料表 中学卒

２ 前項の規定による経験年数のうち，フルタイム会計年度任用職員として同種の職務に在職

した年数以外の年数については，別表に定める経験年数換算表に定めるところによりフルタ

イム会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

（学歴免許等の資格による号給の調整）

第４条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち，前条第１項各号に定める学歴免許等

の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しそ

の者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものの号給は，条例第５条第１項

の規定により決定する職務の級の初号給の号数に，鹿児島県地方警察職員の初任給，昇格，

昇給等に関する規則（平成３年鹿児島県公安委員会規則第15号。以下「初任給規則」とい

う。）第12条第１項の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する初任給規

則別表第３に定める学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分に応じて同項の表の右

欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される前条第１項各号に定める
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学歴免許等の資格に応じて同表の右欄に定める数を減じた数に４を乗じて得た数を加えて得

た数を号数とする号給とすることができる。

（経験年数を有する者の号給）

第５条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち，経験年数を有する者の号給は，条例

第５条第１項の規定により決定された職務の級の初号給の号数に，当該経験年数の月数を12

月（その者の経験年数のうち５年を超える経験年数（職員の職務にその経験が直接役立つと

認められる職務であって警察本部長が人事委員会と協議して定めるものに従事した期間のあ

るフルタイム会計年度任用職員の経験年数のうち部内の他のフルタイム会計年度任用職員と

の均衡を考慮して警察本部長が相当と認める年数を除く。）の月数にあっては，18月）で除

した数（１未満の端数があるときは，これを切り捨てた数）に４を乗じて得た数を加えて得

た数を号数とする号給とすることができる。

（パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合）

第６条 条例第10条の任命権者が人事委員会と協議して定める割合は，100分の125（その勤務

が午後10時から翌日の午前５時までの間である場合は，100分の150）とする。

（パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合）

第７条 条例第10条の３の任命権者が人事委員会と協議して定める割合は，100分の135とする。

（パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬）

第８条 条例第11条の特殊勤務手当に相当する報酬は，著しく危険，不快，不健康又は困難な

勤務その他の著しく特殊な勤務であると認められるもので，警察本部長が人事委員会と協議

して定める勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する。

２ 前項に規定する報酬の額は，鹿児島県地方警察職員の特殊勤務手当支給に関する条例（昭

和35年鹿児島県条例第47号）の適用を受ける職員の例により算定した額とする。

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る１週間当たりの勤務時間の算出方法）

第９条 条例第12条第１項第２号の任命権者が人事委員会と協議して定める方法は，任期に割

り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に７を

乗じるものとする。

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額）

第10条 条例第12条第３項の人事委員会と協議して定める方法は，次の各号に掲げる報酬の支

給単位に応じて，当該各号に定めるとおりとする。

日額

ア 各月ごとの勤務日数が一定の場合 １月当たりの勤務日数に基準日における報酬の日

額を乗じる。

イ アに規定するもののほか，任用時点で任期中の勤務日の割り振りが可能な場合 任期

において割り振られた勤務日の日数の合計を当該任期の月数で除して得た日数（１日未

満の端数があるときは，小数点以下第２位を四捨五入する。）に基準日における報酬の

日額を乗じ，その額に１円未満の端数があるときは，その端数を四捨五入する。

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 基準日前６箇月以内の任期において割り振られた

勤務日の日数の合計を当該任期の月数で除して得た日数（１日未満の端数があるときは，

小数点以下第２位を四捨五入する。）に基準日における報酬の日額を乗じ，その額に１

円未満の端数があるときは，その端数を四捨五入する。

月額 基準日における報酬の月額とする。

時間額 基準日前６箇月以内の任期において割り振られた勤務時間の合計を当該任期の

月数で除した時間（１時間未満の端数があるときは，30分以上の端数は１時間に切り上げ，

30分未満の端数は切り捨てる。）に基準日における報酬の時間額を乗じる。

（パートタイム会計年度任用職員の期末手当の特例）

第11条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間（条例第12条第４項の規定

により職員給与条例第２条に規定する職員の例によることとされる鹿児島県職員の期末手当

の支給に関する条例（昭和26年鹿児島県条例第69号。以下「期末手当支給条例」という。）

第３条第１項に規定する在職期間をいう。）には，基準日以前６箇月以内の期間において，

次に掲げる期間を算入する。
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会計年度任用職員として在職した期間

職員給与条例第２条に規定する職員，鹿児島県学校職員の給与に関する条例（昭和27年

鹿児島県条例第29号）第２条第１項に規定する学校職員，鹿児島県地方警察職員の給与に

関する条例（昭和29年鹿児島県条例第33号）第１条に規定する地方警察職員，鹿児島県企

業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和45年鹿児島県条例第10号）第１条に規定

する企業職員又は鹿児島県立病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成18年

鹿児島県条例第32号）第１条に規定する病院事業職員として在職した期間（警察本部長が

人事委員会と協議して定める場合に係る当該期間を除く。）

２ 前項の期間の算定に当たっては，次に掲げる期間を除算する。

期末手当支給条例第１条第１項第１号ウに掲げる職員として在職した期間については，

その全期間

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）第２条の規定により育

児休業をしているパートタイム会計年度任用職員（同条第１項の承認を受けた育児休業の

期間（当該期間が２以上あるときは，それぞれの期間を合算した期間）が１箇月以下であ

る者を除く。）として在職した期間については，その２分の１の期間

休職にされていた期間については，その２分の１の期間

３ パートタイム会計年度任用職員が基準日前１箇月以内に退職した場合において，条例第12

条第１項各号に該当するときは，同条第４項の規定により職員給与条例第２条に規定する職

員の例によることとされる期末手当支給条例第１条の規定の適用については，同条第１項第

２号ウ中「者」とあるのは「者（当該基準日に係る期末手当が支給される者に限る。）」と

する。

（雑則）

第12条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によ

ることが著しく不適当であると認められる場合には，別に警察本部長が人事委員会と協議し

て定めるところにより，又はあらかじめ人事委員会の承認を得て，別段の取扱いをすること

ができる。

附 則

この規則は，令和２年４月１日から施行する。

別表（第３条関係）

経 験 年 数 換 算 表

経 歴 換 算 率

国家公務員，地方公務 同種の職務に従事した 10 0

員又は旧公共企業体， 期間 10 0

政府関係機関若しくは 類似する職務に従事し 10 0
以下

外国政府の職員として た期間 10 0

の在職期間 その他の期間 80
以下（部内の他の職員との均

10 0

1 0 0
衡を著しく失する場合は 以

10 0

下）

国，地方公共団体，旧 同種の職務に従事した 10 0

公共企業体，政府関係 期間 10 0

機関又は外国政府の非 類似する職務に従事し 10 0
以下

常勤職員としての在職 た期間 10 0

期間 その他の期間 80
以下（部内の他の職員との均

10 0

1 0 0
衡を著しく失する場合は 以

10 0

下）

民間における企業体， その経験が直接役立つ 10 0
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以下
団体等の職員としての と認められる職務に従 10 0

在職期間 事した期間

その他の期間 80
以下

10 0

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期 10 0
以下

間（正規の修学年数内の期間に限る。） 10 0

その他の期間 教育，医療に関する職 10 0
以下

務等特殊の知識，技術 10 0

又は経験を必要とする

職務に従事した期間で，

その職務についての経

験が会計年度任用職員

としての職務に直接役

立つと認められるもの

その他の期間 25
以下（部内の他の職員との均

10 0

50
衡を著しく失する場合は 以

10 0

下）

鹿児島県警察本部告示第２号

鹿児島県会計年度任用職員の給与，旅費及び費用弁償に関する条例（平成31年鹿児島県条例

第16号。以下「条例」という。）第４条に規定する任命権者が別に定める行政職給料表の適用

範囲，条例第５条第３項に規定する各職ごとの職務の級の上限及び上位の号給の上限は，次の

表のとおりとし，令和２年４月１日から施行する。

令和２年３月31日

鹿児島県警察本部長 大塚尚

区 分 職務の級 号 給

公安委 技能指導員 １級 37号給

員会 警察安全相談員 １級 33号給

交通安全教育指導員 １級 33号給

交通事務補助員 １級 23号給

交通聴聞員 ２級 21号給

交番相談員 １級 23号給

少年相談員 １級 23号給

少年補導職員 １級 37号給

職員相談員 １級 37号給

スクールサポーター １級 15号給

ＤＮＡ型鑑定支援業務従事員 １級 23号給

鉄砲登録事務員 １級 23号給

遊技機調査員 １級 23号給

補助事務員 １級 １号給

警 察 本 部 告 示


